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〔開議 午前 ９時５９分〕 

議長（村田幸隆議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１２名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより

議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において２番、

内山 議員、３番、中平隆夫議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、一昨日に引き続き一般質問を行います。 

 最初に、５番、小川公明議員。 

〔５番（小川公明議員）登壇〕 

５番（小川公明議員） 皆さん、おはようございます。きょうたくさんの傍聴者がお

られまして、もう入った途端に緊張しておりますが。それでは、質問に入る前に

少しお話しさせていただきます。 

 あの東日本大震災のとき、「がんばろう！石巻」の看板の下に１粒のヒマワリ

の種が流れ着きました。塩害にも負けず大輪の花を咲かせ、石巻のシンボルとな

ったど根性ヒマワリです。そのど根性ヒマワリの第５世が尾鷲小学校を初め市内

各地で大輪の花を咲かせました。あの大震災を風化させないためにも、防災力を

向上させるためにという意味において、ど根性ヒマワリの６世、７世、８世とこ

の尾鷲で咲かせていきたい、そういうふうに願っております。そして、ちなみに

私の家にもあのど根性ヒマワリの種を植えましたが、芽が出て３日目にシカに食

べられてなくなってしまいました。これがど根性ヒマワリです。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず、空き家対策について。 

 空き家対策については、以前も質問させていただきました。本年５月２６日に

空き家対策に関する特別措置法が施行されたこともあり、再度質問させていただ

きます。 

 市内を歩いておりますと、建物は傾き、土壁は崩れ落ち、雑草が生い茂り、荒

廃した状態で放置されている家屋を見かけることがあります。ごみなどが放置さ
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れ、その状況を見てさらにごみが捨てられていく悪循環に、また、犯罪の温床に

もなりかねません。空き家対策特別法は、防災、防犯、景観などの観点から空き

家管理に市町村が取り組む具体策を定めた法律でございます。人口減少と少子高

齢化の急速な進行で今や全国で８２０万戸もあると言われております。 

 尾鷲市においては、センター管内周辺部だけで空き家が約９００戸となってお

りますが、実際にこの数字が正しいのかどうか疑問に思うところもありますが、

今後、市街地も含めたしっかりとした把握が必要であると考えます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 尾鷲市全体の空き家の実態をどのように調査し、把握されていくのかお伺いい

たします。また、空き家と認識された物件について対応はどのようにされるのか、

あわせてお答えください。 

 今回の空き家対策特別措置法は、特定空き家の要件が具体的に挙げられました。

１、著しく保安上危険となるおそれのある状態、２、衛生上有害となるおそれの

ある状態、３、著しく景観を損なっている状態、４、その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置することが不適切である状態の４要件であります。 

 そして、外観や人の出入りなどの使用状況から、年間を通じて使用されていな

いといった状況判定を踏まえて行政が空き家と認定したものが特定空き家と呼ば

れます。また、その所有者の特定については、不動産登記や住民票、戸籍謄本な

どに加え、固定資産課税台帳を利用することも可能となりました。使われていな

い家屋がそのまま放置される大きな要因である住宅用地としての固定資産税評価

額が最大で６分の１となる特例措置の改正もありました。行政から必要な改善措

置をとることを勧告された後に状況が変わらない場合、更地と同じ固定資産税を

納めなければならなくなります。 

 このように、地方自治体は国で定めた空き家などに関する施策の基本方針に沿

って空き家対策計画を定め、その作成など及び実施に関する協議会を設置するこ

とが求められます。また、それに伴う立入調査権も認められており、調査の権限

も強化されました。法により空き家に対する実態調査及び対応策が明らかになり、

それに沿って検討していくといったことも法律でうたわれており、行政として放

置されている特定空き家について何らかの行動を起こしていくことが求められる

こととなりました。 

 特定空き家については、所有者の権利も大事ですが、やはりその近隣に住まわ

れている方々のことも考慮しなければなりません。隣に特定空き家があることで、
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例えば家屋の倒壊、虫や鳥による被害、不審者による放火などの心配をなるべく

払拭することが大切だと考えます。 

 現在、約４００の自治体で空き家などの適正管理に関する条例が制定されてお

ります。 

 今後、空き家はさらに増加すると見込まれており、深刻さを増していくと考え

られます。市長も市政報告において空き家対策を喫緊の課題として挙げられまし

た。市の責務と認識することから関係各課の連携、相談体制の整備などの充実を

図るため、８月２０日に庁内において検討委員会を設置したとのことでした。 

 そこで、お伺いいたします。 

 私も空き家対策の専門部署を設けて対応していくべきと考えますが、どのよう

な体制で臨まれるのか御見解を具体的にお答えください。また、空き家に関する

条例を制定して対応されてはどうかと考えますが、あわせてお答えください。 

 空き家の問題は定住化促進策とも密接にかかわってくると考えます。市内にお

ける新築戸数は平成２５年度に４８軒、２６年度に４０軒と微増となっておりま

すが、残念ながら尾鷲市では人口の社会減、自然減がとまらない消滅可能性地域

であります。新築戸数がふえても人口流出がとまらなければ空き家の戸数はふえ

ていく一方です。また、数多くの一戸建ての売り物件が見られるようになり、周

辺部においても高度成長期に車両が入れない斜面に建てられた利便性の低い住居

が多く、住民の高齢化率も上がっており、駅や病院が近い平地へ生活の場所を移

す方も少なからずおられます。周囲に商業施設がないため、生活利便性が低いた

めに空き家物件の売買が成立した例はほとんどなく、そして残された空き家は特

定空き家として認定されるといった悪循環となることを懸念いたします。 

 そこで、お伺いいたします。 

 本市においても空き家バンク制度を活用し、地域への人の流れをつくる施策を

進めておりますが、今後、数多くある定住・移住先でも特に本市を選んでいただ

けるような施策を進めていくと市政報告で市長は言われましたが、私も何らかの

有効な利活用を講ずべきと考えますが、本市を選んでいただける施策とはどうい

う施策なのか、具体的にお答えください。 

 次に、子育て支援についてお伺いいたします。 

 今、出産、子育てには第２子の壁と言われる経済的な負担など、子育て支援策

の不足がボトルネックとなり、子供を産み育てたい人の４割がなかなか希望どお

りに産めないという現状があります。その阻害要因を取り除き、安心して産み育
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てやすい環境にしていかなければなりません。 

 市長は、子育て支援策については重点的に取り組んでこられ、メニューは確か

に拡大しておりますが、投じられる予算は少なく思えてなりません。人口減少問

題において、子育て支援は待ったなしの問題です。できるだけ早急に対策を打つ

ことが重要であり、また、よりよき未来を築くために雇用の創出や産業の育成に

も力を注がなければなりませんが、若者が結婚をし、子供を産み育てやすい環境

づくりに全ての政策を集中することが重要ではないでしょうか。 

 財政上厳しい環境の中で思い切った対策を実現するには、あらゆる政策の中で

子育て支援策を最優先課題に位置づける必要があります。でなければ、尾鷲市は

自治体として本当に消滅してしまうのではないかと危惧いたします。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 尾鷲市ならではの支援策として、少子化対策や定住促進及び人口増施策の観点

から、第３子以降の出産祝い金の支給や、幼稚園、保育園の無料化など思い切っ

た施策を求めますが、いかがでしょうか。 

 次に、生活困窮者自立支援法についてお伺いいたします。 

 生活に行き詰まり、経済的に困窮している人たちに早い段階で手を差し伸べ、

生活保護に至る前の段階から自立を支援していこうと、本年４月より生活困窮者

自立支援制度が始まりました。さまざまな事情から生活に困窮している人がおら

れます。有効な支援を受けなければ、いずれ生活保護制度を利用せざるを得なく

なるおそれがあり、早目の対策が欠かせません。ひとり暮らしがふえ、地域との

かかわりも薄れ、いざというとき頼れる人がいない人がふえており、病気や失業、

親の介護、離婚などをきっかけに、いきなり生活に困窮する人がふえております。

困窮者が孤立し、みずから助けを求められないこともあるかと思われます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 対象者の把握をどのようにしているのか。また、現在までの取り組みの成果に

ついてあわせてお答えください。 

 生活困窮者自立支援法は生活困窮状態にある人を１人でも多く救済し、自立を

支援していくことに加え、増大を続ける生活保護費の圧縮を図っていくための支

援制度です。生活困窮者とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する

ことができなくなるおそれのある者と定義されております。このような状態に陥

っている困窮者は、窓口をつくれば相談に訪れるというものでもなく、経済面だ

けではなく社会的に孤立している人などは相談に来られないといったケースも珍
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しくないとの分析もあります。したがって、窓口をつくって対応するだけではな

く、民生委員さんを初め自治会、地域住民との連携なども視野に入れた取り組み

も検討しなければならないと思いますが、いかがでしょうか。 

 市長の見解を求め、壇上よりの質問とさせていただきます。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 今、小川議員からど根性ヒマワリの例を出されて、東日本大震

災を風化させることのないようにというお話がございました。我々もしっかりと、

いつ来てもおかしくないと言われております南海トラフ巨大地震等に備えていき

たいと思っております。そのためにも、ヒマワリの５世、６世と植えることを支

援していきたいと思っております。 

 それでは、答弁に移らせていただきます。 

 初めに、空き家の実態把握及びその対応についであります。 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法により、市町村は空き家等に関する施

策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して空き家等対策計画を定

めることができるとされております。この計画は、空き家の実態調査を踏まえ、

対策に関する基本方針や対策の実施に関し、必要な事項等を記載することになっ

ております。 

 尾鷲市地域住宅計画や空き家バンク創設時における実態調査等で取得した結果

等も踏まえ、今後、国や県の支援制度の動向も見ながら空き家等対策計画の策定

について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、特定空き家対策への体制についてであります。 

 近年、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体、ま

たは財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の

活用を促進するため、空き家等対策の推進に関する特別措置法が本年５月２６日

に施行されました。 

 本市におきましても、このような住宅等に関する情報が寄せられており、また、

今後増加することも考えられることから、この法律に基づき、特定空き家等に該

当すると思われる空き家への具体的な対応施策及び庁内での情報共有並びに具体

的解決策の円滑かつ適切な遂行を目的に、副市長を長とする関係各課長で構成し、

市民サービス課を事務局とする尾鷲市空き家等対策庁内検討委員会を設置したと
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ころであります。 

 この検討委員会では、各市町村が保有する空き家等の所有者等の住民情報及び

戸籍謄本や固定資産課税台帳に記載された情報のうち、空き家等の所有者等に関

する情報並びに法務局が保有する当該空き家等の不動産登記簿情報をもとにデー

タベース化する情報に基づき、空き家への対応策の協議を行うとともに、立入検

査等による確認を要する空き家については、建設課等関係各課が連携して現地調

査等詳細を整理し、具体的な対応策を決定していくこととしております。 

 特定空き家の判定につきましては、居住、その他の使用がなされていないこと

が常態である空き家に対しまして、国から示されております特定空き家等に対す

る措置に関する適切な実施を図るために必要な指針の４項目、１、そのまま放置

すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態、２、そのまま放置す

れば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、３、適切な管理が行われていな

いことにより、著しく景観を損なっている状態、４、その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置することが不適切である状態に該当するか否かの参考事例を

もとに個別に応じて適切に判断していく必要があると思っております。 

 続きまして、条例制定についてであります。 

 一部市町村では本法律施行の前に空き家等対策条例が策定されておりますが、

この本法律において代執行まで明記されておりますので、本市におきましては、

今のところ条例の制定までは考えておりません。しかし、適切な施策を実施する

に当たり条例が必要となる場合は、他市町村の対応状況や国、県の助言、または

指導を受けながら検討してまいりたいと考えております。 

 国におきましては、市町村が行う空き家等対策の円滑な実施のために施策の実

施に要する費用に対する補助及び地方交付税制度の拡充並びに税制上の措置等が

検討されている中、８月２１日、国土交通省におきまして新年度の税制改正要望

で空き家を撤去したり、みずからの居住や賃貸用にリフォームしたりした場合に

減税する制度の創設を盛り込む方針が固められました。 

 本市といたしましても、このような支援制度の動向を注視しながら、これらに

ついての条例制定につきましても検討をしてまいりたいと思っております。 

 次に、定住・移住に係る具体的な施策についてであります。 

 一言に定住・移住と申しましても、安心して住み続けることができる社会福祉

や医療、次代を担うおわせ人づくりのための教育の充実、生活の基盤を支える地

域雇用や住宅施策の展開など行政が担うべき範囲は非常に広範囲となります。ま
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た、国が示す地方創生の総合戦略の基本目標にも地方への新しい人の流れをつく

るという目標が掲げられ、首都圏への流入人口の減少と地方への転出人口の増加

を推進する施策が進められます。これらの国の動きと同調する形で、大都市圏で

は適正なワーク・ライフ・バランスや地域資源を活用した新たなビジネスチャン

スを求めたり、大都市圏での生活や教育、仕事などに疑問を抱き、地方での生活

を求める方がふえております。 

 このように地方を目指した一定の流れが生まれている今、日本全国の至るとこ

ろで定住・移住促進事業が進められており、本市では効率的で効果的に定住・移

住を進めていくために、どこの誰をターゲットにするか、地域資源を生かした特

徴のある事業を展開できるかなどを考える必要があります。本市の定住・移住施

策はそれらの基本的な考え方のつくり込みなどを担当課において協議、調整を行

っており、事業推進の柱を定住と移住、そして情報発信の三つに分野分けし、既

存事業である空き家バンクだけでなく、本市の特色を生かした新規事業の構築も

含めて協議させております。 

 まず、定住についてでありますが、昨年度から事業を実施しております地域学

を学んでいただき、本市で生活するという気づきを促す尾鷲高校まちいくでは、

事業実施後の生徒に対してのアンケートでも十分にその効果を発揮した結果とな

り、同じく尾鷲高校３年生のインターンシップでは、地域の受け入れ事業所の一

つに尾鷲市役所をエントリーするなど、生まれ育った本市への定住支援を行って

おります。 

 市域外からの移住に関しましては、昨年度から実施しております空き家バンク

では空き家の登録が３５件あり、そのうち１２件が賃貸もしくは売買され、一部

市内への定住も含めて、合計で２６人の定住移入につながっており、大きな成果

があらわれております。 

 このように住む場所は空き家バンクで対応することができますが、本格的な定

住・移住前の体験住宅が必要であったり、地域での生活で重要な要素となる働く

場所に関しては、ただ単にハローワークなどの情報を提供するだけでなく、市内

事業所での就労や新たな雇用の掘り起こしと空き家活用を組み合わせた、大都市

にはない本市の生活スタイルの提案を行いたいと考えております。 

 また、もう一つの目線といたしまして、首都圏だけではなく名古屋や大阪など

本市に地理的、時間的にも比較的近い都市住民の２地域居住や、高速道路を活用

して本市で生活し、他地域で仕事を行うなどの生活圏域の拡大も定住促進として
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は可能性があるのではないかと考えております。 

 次に、情報発信につきましては、首都圏の移住の窓口となっているふるさと回

帰支援センターの三重県移住相談センターと連携し、本市を目指していただける

ような情報の提供を行いながら、本市のホームページだけでなく、県の移住ポー

タルサイトである「ええとこやんか三重」を活用した連携強化を図るとともに、

各地で行われる移住フェアに積極的に参加してまいります。また、現在、空き家

バンクのホームページを利用者目線で暮らしが見えるページにするために、先進

地や民間事業者のホームページを調査研究し、現在１件でありますが、改良した

ものをアップロードしております。 

 今後は、順次全てのページに改良を行い、利用しやすく暮らしの見えるつくり

込みを行ってまいります。また、これまでに１,０００件を超えるいいねをいた

だいておりますフェイスブックの尾鷲応援団のページでは、本市の今を出身者だ

けでなく縁のある方全員にお伝えし、外から本市を応援する尾鷲応援団となって

いただくとともに、これらの地域情報によって、行ってみたい、住んでみたいと

思っていただけるような記事づくりを意識して投稿を行っております。 

 一方で、インターネットをお使いにならない方に対しましても、移住定住の専

門誌である『田舎暮らしの本』に空き家や定住に関しての記事提供を行っており、

先日も本市の記事が掲載されたことから多くのお問い合わせもいただき、定住・

移住効果があると感じているところであります。 

 なお、本年６月からは東京から木島恵子さんが地域おこし協力隊として定住・

移住に係る事業に従事しており、本人自体も移住者であることから移住者目線、

都会目線、女性目線でよりきめ細かな定住・移住の提案と事業実施を行っていた

だいております。 

 このように、本市の定住・移住に係る施策は、地理的条件や地域資源を活用す

ることで他地区との事業差別化を図ることができ、情報発信を強化することによ

って本市を目指した定住・移住の拡大が可能であると考えております。しかしな

がら、これらの事業を行うためには行政側の体制はもとより、地域の受け皿づく

りも必要であると考えております。そのため、単一年度に全ての事業を実施する

のではなく、事業の優先順位をつけ、選択を行い実施してまいります。まずは今

年度にできることを着実に実行し、今後進めていく地方創生の一つの柱に定住・

移住を位置づけてまいりたいと考えております。 

 次に、子育て支援についてであります。 
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 本市では、人口減少の課題に取り組み、地域の自立的な活性化を目指すための

５カ年計画である尾鷲市版総合戦略の策定におきまして、その基本目標の一つに、

若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえるを掲げ、地方創生の最大のテー

マである人口減少問題の克服に向け、子育て支援に取り組むこととしております。 

 また、本市では、昨年度から市民との協議の場づくりとして尾鷲子育てまちづ

くり座談会を実施するとともに、地域での見守りや自然などの強みを生かした子

育てしたいまちづくりと、弱みを補い、子育て環境を整える子育てしやすいまち

づくりを進め、安心して産み育てられるまちとしての定住・移住促進につなげた

いと考えております。同時に、尾鷲市子ども・子育て支援事業計画に基づき、学

校教育、保育を初め、延長保育などの特別保育事業や放課後児童クラブ、乳児訪

問や養育支援など保護者のニーズに合わせたさまざまな子育て支援に取り組んで

おります。加えて、地方創生に係る国の交付金利用による子育て支援といたしま

して、多くの子育て世帯に御利用いただいたプレミアムつき商品券の購入補助の

ほか、既に１１世帯が対象となった第３子目以降が生まれた世帯に対する２年間

にわたる紙おむつ購入助成、小学生全員を対象とした歯科検診とフッ素塗布事業

のほか、妊娠を望む夫婦への特定不妊治療費補助事業、任意の予防接種について

の全額助成、さらには子ども医療費助成の対象を中学生の入院費までに拡大する

など一層の子育て支援に取り組んでおり、今後もみんなが子供を育み、心豊かに

暮らせるまちに向けた施策を進めるとともに、子育てしたいまちづくり、子育て

しやすいまちづくりを促進してまいります。 

 そこで、議員の御提案にあります第３子以降の出産祝い金や幼稚園、保育園の

無料化につきましてお答えいたします。 

 幼稚園、保育園の保育料無償化につきましては、国が目指しております５歳児

の保育料無償化について財源の問題から進んでいない状況にあり、現在は第３子

以降の保育料無償化の対象を拡大する方向で進めているようであります。 

 本市の場合、年間保育料は９,０００万円を超えることから、財政状況を考慮

いたしますと無償化の実行は非常に厳しいと考えております。また、出産祝い金

につきましても、他市町で実施していることは承知しており、その効果等につき

ましても参考とさせていただきますが、さきにも申し上げました本市の子育て支

援を着実に進めながら、本市独自の子育て支援を充実させてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、生活困窮者自立支援法についてであります。 
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 生活保護受給者は全国で１６１万世帯、２１６万人と微増傾向にあり、本市に

おきましても現在１８３世帯、２１６人が受給しております。そのような状況の

中、現行の生活保護制度の見直しに加え、生活保護に至る前の生活困窮者に対す

る第２のセーフティーネットを拡充し、包括的な支援体系を確立するため、本年

４月から生活困窮者自立支援法が施行され、本市におきましてはその業務を社会

福祉協議会に委託して実施しております。 

 本事業は、失業や病気などにより生活が困窮し始めた人に対しまして早期に相

談に当たり、その原因を取り除きながら生活再建への継続した支援を行うもので、

生活保護に陥らないように自立を支える仕組みであります。その対象者の把握に

つきましては、一般的に、税や公共料金の滞納状況から生活困窮者に働きかけを

する方法がありますが、制度を正しく理解していただき、真の自立につなげる観

点から、現在、本人や民生委員などからの相談を中心に行っております。４月の

開始から現在まで１２人から相談を受け、就職活動の支援や家計相談、生活福祉

資金の貸し付けなど、７人について継続した自立支援を行っております。 

 今後も制度の周知と正しい理解を進め、制度を必要とする人が１人でも多く利

用できるよう、民生委員などと連携し、制度の普及、充実に努めてまいりたいと

思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 御丁寧な御答弁をありがとうございます。あと２９分しかあ

りませんけれども。 

 市長が先ほど言われましたけれども、空き家対策の相談窓口は市民サービス課、

それで、また、条例については必要があれば今後考えていくということで理解し

てよろしいですか、そのように。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 空き家対策の中でいろんな対策がありますけれども、基本的に

市民サービス課が事務局としてやって、例えば空き家バンク等については今でも

市長公室でやっておりますので、特定空き家等については基本的に市民サービス

課が中心となってやっていくということであります。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 空き家対策計画はこれから決定をしていくようですので、空

き家対策特措法の中身につきましては次回また改めて御質問させていただきたい

と思います。 
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 ところで、よく理解できなかったのですが、ガイドラインのチェックリストを

もとに空き家の実態調査をやるんですか、やらないんですか。よくわからなかっ

たんですけど。 

 空き家対策特措法が５月に全面施行されて約３カ月がたちます。多くの自治体

におきましても対策が動き出しておりまして、他の自治体では空き家の外観調査

や本格的に水道を利用しているか、いないか、また、固定資産税の情報をもとに

危険度の高い空き家、また、利活用のできる空き家などをリスト化するために調

査が全市を対象に行われている各自治体が多いと思います。 

 尾鷲市の場合、どういうふうに把握するのか、もう一度お答えください。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 過去に空き家の調査を随分昔なんですがやったことがあります。

そういったものも基礎資料として使いながら、それと、空き家バンクをつくる前

に周辺の集落については空き家の調査をやっていますので、それをあわせながら

やっていくというふうに考えております。ただ、今、その調査についての支援に

ついては、まだはっきりしないところがありますので、この辺が調査についてき

ちんとした支援が出てくるようであれば、その時点でまた詳細な調査についても

考えさせていただきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 以前の調査でと言われていることですけれども、実際、実態

調査をしないなら、苦情が来るまで待って、それから特定空き家のガイドライン

に沿って特定空き家の項目に当てはまれば特定空き家と認定して、指導、助言、

命令をやっていく、そういうふうに理解してよろしいんですか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 特定空き家につきましては、既にもう市民の方からいろんな情

報をいただいておりまして、ある程度のデータはできております。それに加える

ことになるような空き家については、また市民の皆さんからのお知らせとか、そ

ういったものもいただきながらやっていきたいと思っております。緊急的にやっ

ていかんなんような特定空き家については、既にデータとして持っておりますの

で、このデータをもとに立入調査とか所有権調査とか、そういったものをやらせ

ていただきたいなというふうに思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 私が言いますのもなんですけれども、私たち、私、公明党で
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すけど、チーム公明７人ぐらいで空き家調査、早田町と曽根町、その他を調査し

たことがございます。そのときの調査の特定空き家の数とか、市の特定空き家の

数とか全然合わないなというのが１点あります。 

 それと、８月２０日に検討委員会を設置したと言われましたけど、ガイドライ

ンに沿って空き家対策を策定していくようでございますが、これは何月ぐらいま

でに計画が仕上がるのか。早く作成しないとこれから特定空き家について、いろ

いろな相談や空き家の立ち木ですとか、雑草とかシロアリが発生しているとか、

そういう苦情が多く寄せられると思いますが、そのときにはどのように対処され

るんでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（濵田一志君） 空き家対策計画の策定につきましては、そうした

検討会をする中で動向を見ながら計画をさせていただきたいということで、今、

検討段階でございます。 

 空き家をどのようにされるかということですけれども、基本的にチェックした

ものに関しましても、今、本市につきましては一応、市民サービス課のほうに２

４件ほどの空き家に対する相談が来ております。そういった中で、それが特定空

き家に該当するのか、あるいは、特定空き家に該当しない空き家なのかというこ

とにつきまして、検討委員会等で検討させていただきたいと。その中で、それを

判断するに当たりましては、当然、判断基準というものが必要になってくると思

いますので、そういったものにつきましては私ども事務局のほうで今後、整理を

させていただきたいと、そういうふうに思っております。 

 また、現地に入る場合のチェックリスト等につきましても、これは当然、災害

時なんかでも危険度の判定の中にチェックリストがないと現場調査ができません。

そういった中で、そういったことも踏まえて検討していきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 私、市長に特定空き家に対する思いをお伺いしたいと思うん

ですけど、指導、助言、勧告、命令、強制撤去とありますけど、勧告までいけば

固定資産税の優遇措置がなくなるとか、命令をすれば５０万円以下の罰金、また、

強制撤去、市長はどこまで行かれるつもりでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今までも二、三件の空き家については、市民の皆さんから苦情

をいただいた中で所有者の方といろんな交渉をしてまいりましたが、しかし、う
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まくいかなかった。しかし、今回の特措法によりまして罰則規定までつきました。

それで代執行までできるというようなことになりましたので、最終的に所有者の

理解が得られなければ、当然、代執行まで行かなければならないと思っておりま

す。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 市長のすごい決意だなと思いました。 

 それから、相談の中には、空き家を市に寄附したいとか、そういう申し出もあ

るかもわかりません。そういう場合はどうされるのか、寄附したいという場合、

その家をいただくのか、断るのか、いかがなんでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 全ての空き家の方がそういう寄附してというようなことになる

と、なかなか大変な話でありますけれども、我々としても今、空き家バンクにつ

いても整えて定住・移住を進めているところでありますので、個々の具体的な提

案をいただく中で判断をさせていただきたいなというふうに思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 場所によっていい場所ならいただくというふうに理解してよ

ろしいのかと思いますけれども、公営住宅のかわりとして利活用するのも有効で

はないか、そのように思います。公営住宅として、市でまたリフォームし、多子

世帯などの方に一定の金額で１０年間、２０年貸し出して、家賃をいただいてリ

フォーム代金を回収した後に譲渡するとか、そういった利活用もあっていいので

はないかと思うんですが、そのためにはやはり、先ほど言いましたけど、条例が

必要になってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 先ほども言わせていただいたように、税制上の優遇等も国土交

通省のほうで今、出すというふうなことがはっきりと出ております。もうそうい

った中では、当然、条例を制定しなければそれに対しての対応ができないわけで

ありますので、今の段階でいえば、特措法だけで対応できますけれども、しかし、

いろんな尾鷲市としてのさまざまな施策を進める中で、当然、条例の制定につい

ても必要になってくるということが考えられますので、そのときの動向を踏まえ

ながら対応をさせていただきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） それでは、空き家バンクのほうでちょっと質問させていただ
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きたいと思います。 

 市長も先ほど前向きな答弁をしていただきましたけど、空き家バンクの問い合

わせがあった場合、物件のあっせんはもちろんのことですが、生活面、仕事面な

どさまざまな相談に応じることのできる体制をやはり組んでいくべきだと私も思

います。今、移住者にとって１番心配なことが仕事でございます。ですが、市内

では今、人手不足の企業、事業所がかなりあります。そういう事業所さんに登録

していただいて空き家バンクとの仕事の紹介を市長公室でワンストップでやって

いくべきじゃないかと前の議会のときにも私は質問をして、市長は、商工会議所

と今、話をされていると言われておりましたけれども、先日も商工会議所にお邪

魔させていただきまして、この話をしてきたわけなんですけれども、ある企業の

社長とお話しさせていただいたとき、仕事がどんどん入ってくるけれども、人手

が足りないので大変だということをお伺いしました。こちらから登録を待ってい

るだけじゃなくて、出向いていって、企業回りをして登録をしていただく、そう

いうふうにやったほうがいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） そうですね。移住をしていただく方にとっては、住宅情報もも

ちろんでありますけれども、１番大切なのはやっぱり仕事、雇用の場だと思いま

すので、現在のところ、ハローワーク等の紹介にとまっておりますけど、今、尾

鷲の商工会議所さんと話し合いを進めておりまして、働く場も含めて尾鷲らしい

いろんな提案ができないか、そういったことを今、議論を進めているところであ

ります。住宅以外にも、どういうような形で働く雇用の場を紹介できるのか、そ

ういったことをちょっと真剣に考えて今やろうとしておりますし、もう一人、コ

ンシェルジュ、地域おこし協力隊を今年度中に採用させていただいて、さらに空

き家バンクの対策に力を入れようと今、考えているところであります。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） それと、今、空き家バンクの登録数が少ないように思います

が、いかがなんでしょうか。他の自治体の実績も出ている空き家バンクは、所有

者による自発的な登録を待っているだけではなくて、不動産業者や、また、地域

の協力員などと連携して積極的に物件情報を収集しているようでございますが、

尾鷲市もそうすべきではないでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 当初は３０件ぐらいの空き家バンクで移住者の方の相談には乗
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れていたんですが、今になってみますと、大変いろんな相談が多くなってきて、

特に条件のいい空き家については、何名かが複数で交渉をしているという状況で

ありますので、何とか市民の皆さんにももっと空き家バンクの制度を理解してい

ただいて、たくさんの方に空き家バンクに登録をしていただくような方法をとっ

ていきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 それから、空き家対策の最大の目的というのは、これ以上特定空き家をふやさ

ないことだと思いますが、遠くに行かれている方などから空き家の窓をあけたり、

通気や草刈りなどをしてほしい、そういう相談もあると思いますが、そういう相

談があったときに、シルバー人材センターとか不動産業者、宅建業者とか、そう

いうのを紹介するという、そういう取り組みはなされているんでしょうか、今。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 空き家の管理に関しましては、もう既にシルバー人材センター

が先ほど小川議員が言われました、窓をあけてとか、空気を入れかえてとか、そ

ういったこととか、庭の草刈りをやってくださいといったことで、もう既に受託

して実施をされているようであります。我々としましても、今後問い合わせがあ

ったときはシルバー人材センターを紹介させていただきたいなというふうに思っ

ております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） それでは、子育て支援についてちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

 無料化は難しいというようでございましたけれども、２０１４年度から保育料

の生活保護者らは無償、それでまた、子供が３人以上いる多子世帯では第２子が

半額、第３子が無償化になり、所得制限もなくなりました。しかし、これらは皆

全て国の施策ですよね。尾鷲市独自の施策ではありません。 

 幼児教育は、その子の人格をつくる上で１番大切な時期だと思います。子供の

人生に大きく影響するのではないでしょうか。幼児教育の大切さというものは市

長も同じ認識だと私も確信しております。保育所に通わせたくても家庭の経済的

な理由によって通わせられない、そういう家庭もあります。また、パートで働い

ても保育代でみんな消えてしまう、そういった意見もよくお聞きします。 

 こういうことからして、幼児期からして親の所得格差が子供の学力格差につな
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がっていっているんじゃないか、そのように思います。希望する全員に幼児教育

を受けさせてあげたい、そうは思いませんでしょうか。どうでしょうか、市長。

お答えください。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、小川議員が言われたように、今は保育園、幼稚園に同時に

在籍する場合は、２人目半額、３人目が無償という国の制度にのっとってやって

いるわけですけれども、確かに幼児教育というのは、これからの尾鷲を担ってい

ただくおわせ人づくりのためにも大変大事な問題でありますけれども、しかし、

現実に今、保育料としては９,０００万を超すような保育料、月でいいますと８

００万ぐらいなんですけれども、そういった中で例えば２人目を無償にするとか、

全額無償は９千何百万は要るわけですけれども、２人目を無償にするにしても半

分ほどの市の負担がふえますので、なかなか難しいところであります。何らかの

形で子育て支援、あるいは子供たちの保育環境の改善は図らせていただきたいと

は思っておりますけれども、全員無償というのはなかなか大変であると思ってお

ります。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 財政の厳しいのはわかります。厳しいからこそ、今やらなけ

ればいけないというのもあります。それで、一つ提案させていただきたいんです

けれども、それでは、第２子以降を無償にするとか、今、第１子がカウントする

ときに小学校に入る前までですか、それを第１子のカウントを児童手当と同じよ

うに１８歳まで上げるとか、そういうのをやってみたらどうかと思うんですけど、

もしそれが今、試算ができているのなら、ともにお答えください。 

議長（村田幸隆議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（三鬼望君） 試算を御説明いたします。 

 現行の国の制度に基づいて計算しますと、９,３６０万円ほど保育料が必要な

のですが、御提案にあります第１子の考え方を１８歳以下の児童から１番目、２

番目、３番目というふうに考えますと、例えば保育園に現在１人だけいるけど、

その子が３番目としたら無料になりますので、そういう考え方で計算しますと、

市の負担が３,１２０万円ほど負担がふえればそういうことが行えます。ですの

で、市の負担は３,１２０万円ふえるとお考えください。また、第２子を無料に

しますと、１年間で１,３２０万円ほどの市の負担がふえる試算が出ております。 

 以上でございます。 
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議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 厳しいのはわかりますが、その第２子から無料で１,０００

万ちょっとですか、もうそれぐらい、それぐらいと言ったら語弊がありますけど、

やって尾鷲独自の、今地方創生でやっているときですので、それぐらい、そうい

う言い方をしてはだめですけど、やってみてはいかがなんでしょうか、市長。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、地方創生では、子育て支援として紙おむつを第３子以上の

方に１人月３,０００円を支給しております。私も最近知って、本当にうれしく

思ったのは、尾鷲でも６人子供を産んでいただいている家族が今、２世帯あるん

ですね。これは、本当に私も大変うれしくなって、そういった紙おむつとか、日

常のミルクとかそういったものについて支援を広げることができないのか、ある

いは、その紙おむつ代をもっと拡充できないのかとか、そういったものについて

はさらに議論して対応させていただきたいと思っておりますけれども、なかなか

保育料を無料というところまでは現在の財政状況ではなかなか難しいと思ってお

ります。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） なかなか難しいということで、じゃ、つかぬことをちょっと

お伺いいたします。 

 市長は、以前、子育て日本一を目指すと言われました。ところで、今、１,８

００ぐらいある自治体の中で今何位ぐらいですかね、尾鷲市は。子育てしやすい

まち。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 何位という話はようしませんけど、まだまだ下のほうだと思っ

ております。ただ、座談会等で子育てをみんなで支えていこうというような動き

が出てきたということは大変我々としてもうれしいことですし、この動きを支援

し、あるいは連携し、さらに進めていきたいと思っております。尾鷲は子育てし

たいまち、子育てしやすいまちに何とかするように頑張っていきたいと思ってお

ります。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、出産祝い金について、先ほども難しいようなことを言われましたけれど

も、現在、尾鷲市では第３子以降を出産される方というか、生まれる数が１年間



－１６６－ 

に１５人から２０人ぐらいおられます。５０万出してもいいんじゃないかとも思

うんですが、例えば、出産祝い金じゃなくても支援金として５歳まで、年に１０

万円支給するとした場合、１５０から２００万で済みますよね。年々ふえていく

わけですけれども、年間１８人生まれたとして、５年目で９００万、これを多い

と見るか、将来のために少ないと見るかは市長次第だと思います。 

 先ほども言いましたけど、第２子の壁というのは経済的負担でございます。こ

れをやることによって、２人目、３人目を出産される方もいるのではないでしょ

うか。市長も御存じのとおりフランスが出生率をＶ字回復させた要因というのは、

ワーク・ライフ・バランスというのもありますけれども、第１の要因は子育ての

支援金の拡充でございます。ＩターンやＵターンもふえると思いますが、市長、

いかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、私が把握している出産祝い金につきましては、大紀町さん

が本当に手厚く出産祝い金を出していますし、東紀州では紀宝町が出していると

いうふうに聞いております。私としましては、子育て支援について、それは市と

してその政策を拡充するということは大変大切な話でありますけれども、それが

実際に出産祝い金が望ましいのか、もっとほかに尾鷲らしい支援の仕方があるん

じゃないかということも含めて一度議論をさせていただきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 私は決してむちゃなことを言っているつもりはございません。

人口は１人ふえると地方交付税がざくっとでございますけれども、２０万ふえる

ようでございます。ちょっと確認させていただいてもよろしいでしょうか、財政

課長。聞いていただいてよろしいですか。 

議長（村田幸隆議員） 財政課長。 

財政課長（宇利崇君） 地方交付税における人口増加の影響についてなんですが、人

口といいましても年齢によっていろいろさまざまなものとなっております。平成

２５年度の地方交付税におきましては、最低で１３万円程度、その部分は児童で

あったり、高齢者であったり、より影響額の大きいものがあります。そういう部

分を加味しますと１３万円以上、最低でも１３万円は影響があると思われます。 

 以上です。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 私が聞き取りに行った場合のときと、１３万と、ざくっと２
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０万と前、お伺いしたと思うんですけど。 

議長（村田幸隆議員） 財政課長。 

財政課長（宇利崇君） 済みません、２０万円という御質問に対して、平均をすると

２０万円になる可能性が十分ありますというお答えです。済みません、１３万円

というのは最低限度１３万円上がるということで、年齢が若い生徒さんであった

り、児童であったり、園児であったり、それか高齢者であった場合はより多い算

定になりますので、そういうものを平均した場合は２０万円にも到達し得るとい

うお話です。失礼しました。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 例えば、４人家族が尾鷲に移住されて、３人目を出産された

ら、先ほどのじゃないですけど、２０万と勘定した場合にざくっと１００万ふえ

るじゃないですか。財源はあるじゃないですか、市長。もう一度お答えください。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 我々もその辺は把握はしておりますけれども、しかし、先ほど

から言わせていただきますように、その形が出産祝い金として送らせていただく

のが妥当なのか、しかし、そうじゃなしにもっと尾鷲らしい支援の仕方があるの

ではないかということも含めて議論はさせていただきます。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） 地方創生の最大のテーマは、やはり人口減少対策でございま

す。やはり、ここ二、三年が私は勝負だと思っております。尾鷲市だけでなく地

方創生の名のもと、日本国中が人口獲得ゲームと言ってもいいほどです。人口獲

得のためにさまざまな魅力ある施策を、インパクトのある施策をどんどんと打ち

出してくると思います。 

 尾鷲市は学校の耐震化も整備しました。学校の避難路も整備しました。安心安

全の教育があります。自然環境も豊かでございます。それに、公共施設はみんな

市役所も学校も歩いていけるコンパクトシティーでございます。あとは、思い切

った子育て支援策だけです。それだけあれば、本当に子育てしやすいまちになる

んじゃないかと思います。移住者もふえるんじゃないでしょうか。あとは、市長

の決断一つだと思います。言葉も悪いかわかりませんけどインパクトの弱い施策

をちまちまやっていても後手後手に回り、ただ負けるだけではないんでしょうか。

市長の決断に期待いたしまして、次の困窮者制度を二、三、伺いたいと思います。

何か答弁ございますでしょうか。 
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議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 空き家バンクのおかげで今、２６人ふえております。この流れ

を何とか尾鷲に引き寄せたいというふうに思っております。インパクトのある施

策についても打ち出していきたいと思っておりますので、ぜひ御理解を願いたい

と思います。 

議長（村田幸隆議員） ５番、小川議員。 

５番（小川公明議員） もうそろそろ時間もなくなってまいりましたので、ちょっと

まだ聞きたいことがたくさんあったんですけど、最後に一言だけ、生活困窮者自

立支援制度、本当にいい制度ができたと思っております。昨年９月でしたか、千

葉県で起きた事件の中に、公営住宅に入っていた親子が家賃滞納によってこの公

営住宅を追い出された。そして、その母親が子供を窒息死させたという事件があ

りました。新聞報道でも生活困窮者、なぜ助けられない、なぜ救えない、そうい

う見出しで大々と載っておりました。それは庁内の連携が密であれば防げた事故

ではなかったのかというふうにも書いてありました。 

 そこで、最後に、庁内の関係部署が密接な連携をとり、住民税や水道料金の滞

納などの情報をもとに、生活困窮者の早期発見と、また、その相談窓口が生活保

護への水際作戦を担う防波堤とならないようにお願いいたしまして、質問を終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

議長（村田幸隆議員） 答弁はよろしいですか。いいですか。 

 ここで１０分間休憩をいたします。 

〔休憩 午前１１時００分〕 

〔再開 午前１１時１０分〕 

議長（村田幸隆議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 次に、３番、中平隆夫議員。 

〔３番（中平隆夫議員）登壇〕 

３番（中平隆夫議員） 先ほどの小川議員の気持ちがよくわかりました。眼鏡をかけ

ないとちょっと裸眼ではまずいようですね。平成２７年第１回定例会に続きまし

て、今定例会におきましても抽せんに恵まれず大トリとなってしまいました。今

定例会でもきのう台風の影響で１日延びたりとか、第１日目、２日目、いろいろ

紆余曲折とかあったわけですけれども、前回の第１回定例会のときも私、言わせ

ていただきました。終わりよければ全てよしということで、岩田市長の明快かつ

明確な快刀乱麻を断つような御答弁を今回期待しております。その第１回定例会
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と平成２６年の第４回定例会、最終的には何といいますか、少し感情が入ったよ

うなやりとりに終始してしまいましたので、今回はそういったことがないように

私も気をつけてさせていただきたいと思います。 

 では、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 今回の私の質問は、今後の防災への取り組みについて、生活インフラについて、

地方創生についての提言、以上の三つでございます。一見、全く関連性はなさそ

うに見えますけれども、しかし、実際にはそれぞれがリンクし合い、今後、尾鷲

市で生活していく上におきましては欠かせない要素であるということは皆様、御

理解いただけると思います。 

 では、まず最初に、尾鷲市における今後の防災への取り組みについて質問をさ

せていただきます。 

 まず、エリアワンセグについてお尋ねいたします。 

 エリアワンセグは本年度中、つまり平成２８年度３月末をもちまして市内の全

戸に配られ供用予定でございますが、市民からいつになったらアンテナを取りつ

けに来てくれるのかとか、何月に来てくれると言われたんやけれども、その後何

カ月も放置されているとか、そういった不満の声がくすぶっております。これは

どういった状況にあるのか、詳しく御説明いただきたいと思います。 

 次に、避難路や避難タワー等についてお尋ねいたします。 

 私自身が所管の総務産業常任委員会から生活文教常任委員会に異動したという

こともございますが、この件に関しまして少し情報が僕自身に入りにくくなって

おります。群馬大学の片田教授に委託し、それをもとに防災計画が立てられてい

るということは重々理解しておりますけれども、今年度も既に５カ月が経過して

おります。国からの補助金等の兼ね合い等あると思いますけれども、依然として

海側に住まれている市民の方々からは、どうなっているのかという不安の声が上

っております。市長におかれましては、この問題についての今後の見通しを明確

にお答えいただきたいと思います。 

 さて、続きまして、尾鷲市の生活インフラについてお尋ねいたします。 

 市長におかれましては、今年度より市政懇談会を再開されました。今のところ

輪内地区が中心のようですが、各地域からもちろんさまざまな要望等が出ており

ます。今、尾鷲市ではＵターンやＩターン、市外からの移住者の獲得等、空き家

バンクを中心に施策を展開しているわけですけれども、別の視点から見てみます

と、市内からの転出を防ぐという施策も重要なのではないのでしょうか。そこに
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住まわれている方々が不便さを感じている、いわゆる生活インフラの整備のおく

れがとても目立つように思われます。 

 例えば、早田地区からはむき出しの水道管の話が出ておりました。これはあく

まで新聞報道で見た限りですけれども。私ども市議会でも毎年４月、１０月に議

会報告会を行っておりますけれども、平成２５年１０月にこの水道管で困ってい

るというお話は早田のほうに出向いたときに、これは議会報告会です、私も聞い

ております。これはあくまで私自身が初めてその場で聞いただけかもしれません

けれども、もしかしたら以前よりそういった要望というのはあったのかもしれま

せん。私ども議員には予算の編成権というのがありませんので、善処します、あ

るいは、行政にやっていただけるように要望します、それ以外に答えようがござ

いません。事実、そういった要望をしているわけですけれども、声を聞く限り未

解決のままのようです。この早田の例はあくまで一例ですけれども、各地域にさ

まざまな悩みがあり、例えばトイレに関する問題等もよく言われております。 

 全てを同時に整備するということは、尾鷲市の財政等を鑑みたとき、これはか

なり困難であるということは我々も重々理解しております。しかし、先ほどの避

難タワー等の話もそうですが、いつぐらいまでにとか、そういった希望、それが

あれば辛抱、我慢というのも可能でしょうけれども、いつになったらやってくれ

るんやろう、市は何もしてくれんということに、こういったことでは中で不信感

が募るばかりで、なかなか物事は前に進まないと思います。 

 今現在決まっている、あるいは予定されているインフラ整備計画がありました

ら、ぜひともお示しいただきたいと思います。 

 最後に、地方創生に関する提言です。 

 尾鷲市は、尾鷲市まち・ひと・しごと創生本部を立ち上げ、市長を中心にいわ

ば生き残りをかけて地方創生に取り組まれるわけですけれども、私ども議会でも

地方創生特別委員会を立ち上げ、これからの尾鷲市の将来のために行政、民間と

手を携えて、オール尾鷲で取り組んでまいる所存でございます。 

 市長からも議会に対して地方創生についていろいろ提案してほしいとよく言わ

れます。今定例会中、三鬼孝之委員長を中心に特別委員会のほうで地方創生に関

する提言、提案を取りまとめる予定ではございますが、せっかくの機会でござい

ますので、この場で一つ具体案を提案させていただきます。 

 尾鷲市に看護学校の設立を目指すという案はいかがでしょうか。中学校卒業後、

すぐに看護学校という道は、例えば県内では桑名市、あるいは名張市、そういっ
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たところまで行かないとこれは不可能なわけですけれども、しかし、ここ尾鷲市

にあれば尾鷲市のみならず東紀州全体をカバーすることが可能ですし、保護者の

負担もかなり軽減されます。もちろん高校卒業後の看護学校という選択肢も当然

考えられますし、もし可能であれば、ぜひとも検討していただきたいと思います。 

 また、あわせて介護のための専門学校等も同時に設立、医療、福祉に取り組む

地方都市という位置づけで市内外にアピールする、そういったイメージを私は持

っております。尾鷲総合病院を初め研修等の環境も十分そろっていると思います

し、市長、いかがなものでしょうか。国の示す地方創生プランの中に教育関係、

関連施設の充実がございます。決して不可能ではないと思いますが、課題点その

他ございましたら御答弁をいただきたいと思います。 

 壇上からは以上です。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） エリアワンセグ専用端末機の現在までの設置状況につきまして

は、平成２５年度基盤整備に伴い、防災、医療、民生委員、自主防災会等の防災

関係者の皆様への受信確認を兼ねて９４０台を設置いたしました。また、平成２

６年度の設置状況につきましては、災害時に想定される孤立地域や浸水地域の方

及び聴覚障害者の方を優先に、３,５００台の設置作業を実施いたしましたが、

より確実な受信確認を行うための外部アンテナの設置や不在世帯の対応により作

業がおくれておりました。去る５月の全員協議会におきましてエリアワンセグ専

用端末機の設置作業がおくれているとの状況報告を行わせていただき、おくれて

いる設置予定地区に対しましては各区長、自治会長の協力を得て、回覧等によっ

て９月中の設置を周知し、御理解をお願いしたところであります。現在の設置状

況につきましては、予定どおりほぼ完了しており、配付済みの中でも不在であっ

た世帯に対しましては連絡がとれ次第、作業を進めてまいります。 

 次に、避難タワー等の避難施設につきましては、既に群馬大学片田教授の御協

力のもと、津波避難支援業務におけるシミュレーションの中で被害軽減効果の高

い設置候補箇所を抽出しております。このシミュレーションの考え方については、

昨年５月に片田教授より議員の皆様にも説明いただいております。現在はシミュ

レーション結果を考慮しつつ、避難施設の設置が実現可能な市有地を中心に候補

地として検討しているところであります。具体的には、第三保育園、矢浜保育園

の移転後の用地や野地乳児保育園の跡地などの市有地を活用できないかと考えて
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おります。 

 また、シミュレーションで被害軽減効果が高かった中井町や北浦町周辺につき

ましても、設置候補地を模索しているところであります。これらの避難施設につ

きましては、南海トラフ特措法による国庫補助のかさ上げを活用できるよう、平

成２７年度中に整備計画を策定し、平成２８年度からの３カ年での整備を目標に

作業を進めてまいります。 

 また、避難施設の被害軽減効果につきましては、住民の皆様の迅速な避難行動

があってこそ最大の効果を発揮いたしますので、これまでの防災意識の啓発とい

ったソフト対策も継続しつつ、ハード対策も含めた総合的な防災対策を進めてま

いります。 

 次に、早田区の露出配水管につきましては、夏は熱い水が出て、冬は凍結する

ということで、昨年度、早田区から水道部に対策の要望があり、水道部で耐熱及

び断熱の保護対策を少しずつ進めているところでありますが、地元からの強い要

望を踏まえ、私から水道部に対し露出配水管の保護対策を改めて指示したところ

であります。 

 次に、看護学校等の設立、誘致についてであります。 

 議員御提案の看護学校等の設立、誘致につきましては、看護師不足の解消や地

元での進学機会の確保はもとより、多くの学生が集まることで中心市街地の活性

化、にぎわい創出、定住対策など相乗効果が生まれ、大きな経済効果が期待でき

ます。 

 しかしながら、幾つかの課題もあると考えております。 

 まず、１点目は、教員の確保であります。学校を運営するためには最低でも学

校長１名、専任教員、教務主任合わせて８名、事務職員１名が必要であります。

専任教員は看護師として５年以上従事し、かつ、最低でも全日制で１年間の研修

を受ける必要があるため、有資格者が全国的に少なく、確保することが難しいの

が現状であります。また、３年間で９７単位以上、３,０００時間以上の講義、

実習等を行わなければなりません。そのうち、基礎分野においては倫理学、情報

処理、文化人類学、心理学、外国語、教育学、社会学等を受講する必要があり、

外部講師等を招聘するとしても専門性が高く、継続的に講師を確保することが困

難であると思われます。さらに、専門分野においては、医師による講義、実習等

のため、新たに看護学校の教員医師を確保する必要があります。 

 本市におきましては、昭和３０年代から約２０年間、尾鷲総合病院に准看護師
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養成所がありましたが、基礎分野、専門分野ともに教員確保が困難となったため

廃止となった経緯があります。 

 次に、２点目は、運営財源であります。県内で唯一、自治体病院が運営する名

張市立看護専門学校の毎年の収支では、収入が入学金、授業料を合わせて約２,

０００万円に対し、収益的支出、資本的支出を合わせて約１億５,０００万円で、

差し引き約１億３,０００万円は一般会計からの繰り入れで賄っている状況であ

ります。 

 次に、３点目は、施設整備であります。看護師国家試験の受験資格を得るため

には、最低３年間就学する必要があり、そのための施設基準が定められておりま

す。標準的なものでは、普通教室３室、実習室、在宅看護実習室、調理実習室、

実験室、視聴覚教室、演習室、情報処理室、図書室、体育館、保健室などの整備、

また、教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書についても基準が定められて

おり、これらの整備費用が必要となってまいります。 

 これらのことから、看護学校の設立につきましては解決すべき課題が多いのが

現状であります。また、介護専門学校につきましては、現在、県内には津市など

に５校があり、２年制で主に介護福祉士を養成していますが、定員に満たない状

況にあると聞いております。その理由の一つとして、介護にかかわる職種にはケ

アマネジャーやヘルパー、介護福祉士などがありますが、その多くは介護施設等

で働きながら実務経験を積み、その後、資格を取得する場合が多いことが挙げら

れ、当地域での資格取得者も同様であります。 

 今後も需要が見込まれる医療、介護につきまして優秀な人材の確保は重要であ

ります。本市におきましては、消滅可能性が高いまちとして該当しており、特に

若い世代の定住・移住施策が人口減少対策に大きく影響を与えることから、議員

御提案の看護学校等の設立、誘致が行えれば人口増及び定住・移住者の増につな

がり、地方創生の観点からも地域活性化への効果は大きいものと考えております。

しかしながら、解決すべき課題も多いことから、今後の検討課題とさせていただ

きたいと思います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） もう聞くことがないぐらいの丁寧な御答弁をありがとうござ

います。 

 まず、それでは、エリアワンセグについてですけれども、先ほどのお話ですと、

この９月中にほぼ大体オーケーになると、そういった認識でよろしいんでしょう
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か。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 先ほどの市長の答弁のとおり、８月末現在で約１

１０件程度が残っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） じゃ、この１１０件につきましても、９月中に間違いなくで

きると。もちろん留守宅とか、そういったことで多少なりとも時間差ができるこ

とはありますけれども、少なくとも今年度中にはもう間違いないということでよ

ろしいですね。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 現在進めておりますのは２６年度に配付した分で

ございますので、もう２７年度の分ももう９月末から施工に入りたいと考えてお

りますので、もうできる限り２６年度分は終了させたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 私が質問させていただきましたのは、２６年度分ということ

ではなくて、全てのワンセグについてということでございます。そうしますと、

２７年度分について配付した分といいますか、これはまだ大体、旧町内が中心だ

と思うんですけれども、それにつきましては、めどというのは、じゃ、どういっ

たことになっておるわけでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） ２７年度分の端末機につきましては、春の４月に

入札を行いまして、今月中から納入が始まります。それをもちまして、２７年度

分につきましては随時、もう持ち回りをしながら、年内には各家を１度は訪れた

いというところで、業者は後追いでそれを埋めていくという形で、ただ、先ほど

議員さんもおっしゃられましたとおり、不在とか連絡がとりにくい方につきまし

ても年度末をもって全て完了したいと考えております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 具体的な数字としては、２７年度のまだ配付していないとこ

ろというのは何軒ほどあるわけですか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） ２７年度の分については、まだ１軒もございませ

ん。これから機械のほうが搬入されますので、それをもってスタートをかけたい
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と思っております。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） ちなみに、２７年度の台数は３,５００台であります。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） これは、外注ですね。外注というか、外に発注して、そのア

ンテナ等のあれというのはやられているはずなんですけれども、これは、現在、

何業者さんというか、１業者さんですか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 請け負っていただいている会社は１業者です。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） １業者さんの中で、内部で、チームを幾つか組まれてやられ

ているんじゃないかなと思うんですけれども、今現在、何チームぐらいでやって

いるのかというのは把握していらっしゃいますか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 昨年の設置からどんどん、やはり１軒ずつ回ると

いうことと、アンテナ設置が必要な家庭も多いものですから、業者のほうも人員

をふやして、現在４チームぐらいでやっていると聞いております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） ４チームで動くとして３,５００台ですか、３,５００台とい

うことは３,５００軒というふうに解釈していいと思うんですけれども、これ、

単純に３,６００やったら、１日当たり９０軒弱ぐらいのペースで回らないと、

それはちょっとおかしいか。何か計算がちょっとできません。これは本当に間に

合うんですかね。来年度中に。３月までに。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） これは、２６年度の現状も踏まえまして、業者と

はちゃんと話をしておりまして、必ず３月末に終わらせるという確約はとってお

ります。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 済みません、数字に弱いところを露呈してしまいました。今、

このエリアワンセグにつきましては、防災のためのという位置づけでやっておる

わけなんですけれども、現に、この議会放送等も今、放映されていますし、これ

が始まる前は、これは三重県知事の何か放送なんかもありましたですね、あれは
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振り込め詐欺か何かだったでしたかね。今後、これは防災室長ではなくて、市長

公室長のほうがいいのかな、このエリアワンセグを今後有効に使っていくという

ような、そういったことで何か考えていらっしゃることはありますか。 

議長（村田幸隆議員） 市長公室長。 

市長公室長（北村琢磨君） エリアワンセグを使いました広報活動につきましては、

現在、試験的にも各イベント、例えば、イタダキ市があるときなどでは、イタダ

キ市を行いますというようなことを試験的に行っております。また、エリアワン

セグでは動画を使うということですので、音声などを含めた形で市民の皆様にお

伝えしたいことをどのような形でやっていくかというようなことも考えていきな

がら４月には本格的に広報活動も使ったエリアワンセグ放送を行っていきたいと

思っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 平成２８年度からは、これはもう間違いなくできるように、

そのあたりをお願いしたいと思います。 

 では、次に、避難タワー等についてちょっとお尋ねします。 

 先ほど設置候補地、これは市有地を中心にということであれだったんですけれ

ども、これ、今年度中にたしか本当は計画がまとまって、緒につけるというふう

に僕は思っていたんですけれども、そういうわけではなく、来年度からになるわ

けですか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） ２８年度から施工したいというところで、本年度

国交省の補助メニューに加えて、内閣府の承認をいただいて３分の２の補助をと

りに行くと言う流れで、現在、三重県さんのほうの担当部署と調整しながら申請

に向けております。ですから、市長の答弁にありましたように、２８、２９、３

０の３カ年で３カ所、もしくは４カ所といったところを設置していきたいと考え

ております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） そうしますと、今年度、具体的な計画がじゃ、出てくるとい

うことで、そういう解釈でよろしいわけですね。そうしますと、大体いつぐらい

の時期になりそうですか、それが出てくるのは。例えば１２月議会なのかとか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 申請のほうがうまくいけば１２月議会には報告で
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きると思っております。もし、その前でも何かタイミングがございましたら、途

中でも具体的なところまで行きましたら報告させていただきたいと考えておりま

す。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） どうしても何か遅いなというような感じも否めないんですけ

れども、補助等の関係等もあればいたし方がないのかなという部分もありますの

で、これは先ほど壇上からも言わせていただきましたけれども、例えば時期を明

らかにする、候補地はさておき、これが１番の市民の方々の関心事ではないかと

思うんですね、こういった問題に関しては。なかなか言いにくい部分はあるとは

思うんですけれども、できるだけそういったところを皆さんにわかっていただく

という、そういった努力をしていただきたいと思います。 

 それと、避難路等につきましては、先ほど余り触れなかったんですけれども、

倒壊空き家等の問題がありまして、どうしてもそういった避難路を塞いでしまう

ような可能性なんていうのもあると思うんですけれども、そういった危険な箇所

といいますか、防災危機管理室のほうでは大体何カ所ぐらいあるかなんていう、

そういったことは把握はしていらっしゃいませんか。 

議長（村田幸隆議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 具体的に何軒と言われましても、ちょっと把握は

し切れておりません。ただし、先ほど小川議員さんの答弁の中にもございました

とおり、市内における倒壊のおそれがある空き家については、やっぱり避難の際

に障害となる可能性が大きいということから、先ほど申しました空き家対策特措

法にのっとった、また特定空き家等の指定による、言うたら行政指導の中で進め

ていくべきであると考えております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 僕はたまにですけど、散歩とか、そういったときにやはり、

ここ、危ないなとか、あと、よく夜ですと、ここは何で明かりがついていないん

だろうなとか、そういったことをよく思うんですよね。やはり、明かりのほう、

電灯、これのほうの設置はまた今年度中に一応あれだったですかね。いろいろあ

ると思うんですけれども、今後もそういった危ないところ、危険なところ、避難

しにくいところというのをまめに調査していただいて、また、もちろん予算等の

関係もあると思うんですけれども、ぜひそのあたりも市長、検討していただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。 
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議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 先ほども小川議員に答弁させていただきましたように、やっぱ

り特定空き家につきましては、災害時に避難の支障となるということが懸念され

ますので、そういったものについては、特定空き家対策で十分対応をさせていた

だきたいなというふうに思っております。それから、避難タワーだけじゃなしに、

やっぱり避難路というものが大切な話、避難路、あるいは避難場所というのが大

切な話でありますので、この件に関しましても避難タワー同様に力を入れてやっ

ていきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 避難、この防災、こういったことというのは終わりがないと

思いますけれども、その都度、いろいろ対策を練っていただいてやっていただけ

ればなと思います。 

 それでは、次に、生活インフラ等についての質問に変えます。 

 先ほどの早田のほうの例というのは具体例であるわけですけれども、生活イン

フラ、これ、しっかりとやはりその土地の方々がちょっと不満に思っている、そ

ういったときに、よその人をやはり引き込もうとしましても、どうしても無理が

あるんじゃないかと。そういったところでちょっとその辺を聞いているわけなん

ですけれども、市長、その辺に関してはいかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 人口をふやそうと思ったら、移住によって尾鷲に来ていただく

ということも大事でありますけれども、しかし、今住んでいる方が引き続きずっ

と長く尾鷲に住んでいただくことが大事でありますので、そのために生活インフ

ラというのは物すごく大事な話であります。現在、かなりの部分でその生活イン

フラが老朽化している部分がありますので、それに対して長寿命化対策、そうい

ったもので今、いろんな形、道路、橋とか対応しようとしておりますので、御理

解を願いたいと思います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 以前に、私、トイレの問題、これをちょっと質問させていた

だいたことがあると思うんですけれども、これはちょっとした例なんですけれど

も、私のところは坂場で商売をやっているわけなんですけれども、おととしの冬

ぐらいだったですか、１０人ぐらいの方がうちに来て、ざっと並んだことがあっ

たんですね。これは熊野古道、馬越峠を歩いてこられた方なんですけれども、男
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女合わせて１０人ぐらい。そのときに思ったんですけれども、おりてきて、例え

ば馬越峠の上のほうにはトイレがあるわけですね。しかし、下へおりてきたとき

にあるのは北浦の児童公園にはありますけれども、例えば、そこへ誘導するよう

な看板等も何か見たことはないなとか。逆に、中井町のほうへ行けばいろいろト

イレをあれしているまちの駅とかありますけれども、逆に神社側に来たときにそ

ういったものというのは余り目につかないんじゃないか。例えば、尾鷲神社には

まちの駅という看板が出ていますけれども、じゃ、そこでトイレを使ってくださ

いというような看板があるわけじゃなし、案内があるわけじゃなし、そういった

ことでずーっと歩いてきた方が、ここに公共施設ではないですけれども、わかり

やすい施設としてうちがあったので利用したんじゃないかなと。 

 ですから、これ、今後はおもてなし条例等もつくりまして外からの方をおもて

なしするという観点から、例えばまちの駅に関して、まちの駅は民間がやってお

るわけですけれども、例えば市のほうの援助で、ここでトイレ休憩できますとい

う、そういった看板をあれするとか、あと、いろんな案内をつけるとか、そうい

ったことというのは可能じゃないかと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 馬越峠を歩いてこられた方は、トイレとしてはまあまああるわ

けですけれども、その場所がわからないという問題がありますので、例えばパン

フレットとか、ホームページとか、そういったものでトイレの場所を知っていた

だくということは大事な話でありますので、そのことはこれから考えさせていた

だきたいと思っております。それから、まちの駅については、今、２５駅あるわ

けですので、これにつきましてもトイレの、例えばそのまち駅のパンフレットの

中にトイレの利用も可能ですよというような表示もできるのではないかというこ

とで、これから考えさせていただきたいと思います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） ネットとか、そういったホームページとかということではな

くて、実際に御自分で、例えば自分が歩いたときに、例えばそういったものをこ

こにあれがあったとかというんじゃなくて、歩いている最中に目につくようなも

のはどうかということを言っているんですけれども。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） だから、それはそのパンフレットというのは一例でありまして、

歩いていただく方がトイレの位置を確認できるようなものを、それは一例でパン
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フレットやったり、ホームページということを言わせていただいたので、そうい

ったものについて考えさせていただきたいということであります。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） そういったものというのは、それはホームページとかという

そういう意味のそういったものですか。じゃなくて、自分が今提案させていただ

いたみたいな目に見える看板って、そういったそういう意味ですか。ちょっとわ

かりにくかったので……。 

議長（村田幸隆議員） 中平議員、大変恐縮ですが、ちょっと質問要旨がずれておる

ように思いますので、ちょっと修正をお願いしたいと思います。 

３番（中平隆夫議員） わかりました。 

議長（村田幸隆議員） 市長、ただいまのことについて答弁してください。 

 市長。 

市長（岩田昭人君） トイレの表示も含めて看板でするのがいいのかどうもかも含め

て、要するに歩いていただく方がトイレの位置を知っていただくような方法をい

ろんな形で考えていきたいと思っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 注意を受けましたので、少しあれですけれども、輪内地区で、

またしつこくトイレの問題を聞きますけれども、水洗のトイレは曽根と賀田と、

あと三木里海岸ですね。あと、梶賀とか、九鬼とかというのは、例えばの話、古

江とか、そういったところには水洗トイレ等というのはなかったように記憶をし

ているんですけれども、こういったところも地区から要望とか出ているんですけ

れども、その辺は御検討をいただけることは可能でしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、トイレについての補助というのはなかなか難しいことがあ

りますし、トイレそのものを３次処理ぐらいまで備わったトイレを建てようと思

ったら３,０００万ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思っております。

そういった中で、コミュニティセンターの建てかえもしていかなければなりませ

んし、そのコミュニティセンターを利用していただく、あるいは、まちの駅に参

加していただいて皆さんが利用していただくような方法、とりあえずは現在の施

設の中でトイレがどういうふうに利用できるかということを考えていきたいと思

います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 
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３番（中平隆夫議員） もちろんそういったところを利用していただくのは当たり前

といえば当たり前なんですが、でも実際にはコミュニティセンター等は夜には閉

まってしまいますし、よくこれも聞く話なんですけれども、尾鷲には夜間、魚釣

りとか、そういったことに来られる方なんかも多いですし、ですので外づけのト

イレといいますか、そういったものというのはやはりある程度必要なんじゃない

かなと思っております。 

 それと、金銭的なことです、財政的な問題ですけれども、大きな事業といいま

すのが、もちろん保育所の建てかえですね。コミュニティセンター。そういった

大きなインフラの整備が終わりましたら、ある程度、財政的にもそういったとこ

ろに手をつけることは可能なんじゃないかなというふうに思ったものですからお

尋ねしているんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 大きなインフラ整備が終わったらと言いますけど、限りなくあ

りますよ。この市役所もそうですし、体育館もそうですし。いつになったら私は

終わるかちょっとめどが立っておりません。そういう中でトイレについてどうい

うことができるかというのは、やっぱり議論はしていかなければなりませんけれ

ども、公共施設を含めて、今からこれからずっとかなりの期間、施設整備を進め

ていかなければならないという、本当に今思うと苦しい思いがずっとあります。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 市役所とか体育館の建てかえが必要ということは私も重々わ

かっておりますけれども、そうしますと、これも今ちょうど話が出ましたので、

市長が在任中にこういったことに手をつけられるということもお考えなんでしょ

うか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 私の任期は今、もうあと２年もありませんので、その中で、じ

ゃ、トイレまで手をつけられるかというと、これはちょっと無理だと思っており

ます。もっとやるべきことがたくさんありますので、トイレまでは手が回らない

と思います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） じゃ、その辺につきましては、これ以上の質問は終わりたい

と思います。 

 じゃ、最後に提案させていただきました看護学校等について、いま一度お尋ね
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いたします。 

 かなり困難ということで、私もそれは困難であるということは重々承知してい

るわけなんですけれども、困難であるからといって、じゃ、できないのかという

と、これは可能なのか、不可能なのかということをまず１番最初にお尋ねしたい

と思います。困難ではあるけれども可能なのか、それとも不可能なのか。まず、

その１点からお伺いします。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） どういう意味で可能か、不可能かと言われておるかちょっとよ

くわかりませんが、不可能ということはありませんね。可能だと思います。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 可能か、不可能かって、設立が可能か、不可能かというその

１点しかないと思うんですけれども。仮に、困難ではあるが可能だということで、

先ほど市長のほうからもお話がありましたけれども、いろんなメリットですね。

メリットというのは私もいろいろ調べて持っているわけなんですけれども、例え

ば、１学年、例えばの話ですが１００人程度、３年であれば３００人ですか、５

年であれば５００人かもしれませんけれども、こういった受け入れ体制の先ほど

お話がありましたね。施設は、僕の頭にあるのはくろしお学園なんですけれども、

ですからくろしお学園をそういった形にして、そうしますと、あそこは当然、県

立なわけですから、県立で県からの要するに県立として誘致できないかという、

そういったところが１番頭にあるんですけれども、それはいかが、可能でしょう

かね、不可能でしょうかね。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 鈴木知事が２期目に出馬したときに公約集をいろいろ出してい

ますが、その中でいろんな学習機会をこれから一生懸命やっていくという中で、

例えば公立の学校のいろんな種目の増加等を言っております。だから、その中で

一つの考え方として看護科というようなものが考えられるのではないかなという

ふうに思っておりますが、具体的に鈴木知事が挙げている科目がありますので、

我々としてはそっちのほうもお願いをしていくことになるんじゃないかなと思っ

ております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） お願いをしていくといいますか、今、ちょうど官民、三位一

体になってリプレースの問題なんかに取り組んでおりますけれども、これなんか
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不退転の決意でということでやっているわけですよね。例えば、ですからその本

気度といいますか、これは余りだめなんじゃないか、だめだというようなことで

あれば、私もそうかなということで提案をしても残念だったなということになる

わけなんですけれども、もしこれが実現したときに、尾鷲市にとってすごいメリ

ットがあるんじゃないかという、そういったふうにもし仮に思っていただけるの

であれば、お願いするということではなくて、どんどんどんどん出向いてこちら

のほうに誘致するという、そういった気持ちというのが、これはすごく大事なん

じゃ、これにかかわらずですけれども、その辺、市長いかがですかね。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 看護学校については今回この一般質問で中平議員に提案を受け

たばかりでありますので、これから議論はしていかなければならないと思ってお

りますけれども、大変厳しいのではないかなというふうに思っております。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） それと、これは看護学校についてもう一つ僕は腹案があるん

ですけれども、これ、東紀州全体を一応ベースに置いたわけなんですが、例えば

の話、今の日本国、国として見た場合に、これ、看護の人って足りないですから、

例えば親日本国であるベトナムとか、インドネシアであるとか、フィリピンであ

るとか、そういったところと国同士の例えば提携している、これは病院長に聞い

たほうが早いんですかね、そういったもの、たしかあったと思うんですけれども、

いかがですか。なかったですか。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、制度としてありますよね。ＥＰＡという制度ですね。経済

連携協定というのがありますけれども、これはあくまで日本に来て学校で学んで

いただいてという話じゃなしに、既にベトナムとか自国で資格を取得した人が対

象だと聞いております。 

議長（村田幸隆議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（内山洋輔君） 今、対象につきましては市長が答弁させていた

だいとおりだと思います。実際、看護師の研修生の面で御答弁させていただきま

すと、現在受け入れられている日赤のほうにつきましては、語学の習得について

１番課題となっておるということから、皇學館大学の御協力を得て語学研修を行

っているという状況で、まずその辺、市長が申しましたことのクリアと語学の研

修、その辺がまず課題としてあるのではないかと、このように考えております。 
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議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） 今、語学の話が出ましたので、外国人の方といいますと、ど

うしても治安等の問題等も鑑みないといけませんのであれですけれども、そうい

った方を例えば積極的に受け入れて、そうしますと、今言われたような語学、こ

れは学校としては例えば伊勢の場合でしたら皇學館大学があるわけですけれども、

尾鷲にはそういったことはないわけですけれども、そういった方々を、じゃ、民

間で教えることというのは不可能なのかどうか。例えば、そこにそういったあれ

があれば、微々たるものかもしれませんけれども、一つの産業というのもできる

と思いますし、その教えるという。当然、１人じゃ教えられないでしょうから、

雇用もある程度あるのではないかと。そして、そういったことを教えられる素養

を持つ方というのは、市内にもかなりたくさんの方がおられるんじゃないかなと

いうことで、先ほどの話で、看護の専門的な人材確保がすごく難しいという議題

もありましたけれども、やはりその辺は困難であるということを、困難だから、

困難だからということであれば、尾鷲市が抱えているいろんな問題というのは全

て困難なことであって、困難であるからということであれするんじゃなくて、検

討課題としてできるのであれば、ぜひと思っているんです。 

 実際、来週に地方創生特別委員会がありますので、そちらのほうでも私、これ

をちょっと実際、提案させていただいておりますので、今、具体的にどうのこう

のというのは、この場ではちょっと一般質問ですので避けますけれども、実際に

少し資料を用意して、プレゼン的なものができればなと思っています。ただ、そ

の場合、特別委員会のほうでこれはだめだということになりましたらあれですけ

れども、もしそこで取り上げられるようなことがございましたら、ぜひとも市長、

この案を御検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

議長（村田幸隆議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 特別委員会の中でどういうような形になるかわかりませんが、

提案していただいて採択というような形になるのか、その辺はちょっとわかりま

せんけれども、議会でこれでいこうという話になったら、それもしっかりやらせ

ていただきます。 

議長（村田幸隆議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） ありがとうございました。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 
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議長（村田幸隆議員） 以上で通告による一般質問は全て終了いたしました。これを

もって一般質問を終結いたします。 

 以後、変更いたしました会期日程のとおり、あす１１日金曜日には、午前１０

時より総務産業常任委員会、１４日月曜日には、午前１０時より生活文教常任委

員会を開催していただき、生活文教常任委員会終了後、全員協議会を開催いたし

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

〔散会 午前１１時５９分〕 


